
項目 本事業に含むもの 本町が行うもの 備考

● ―

※1 ― ※1 要求水準書の添付資料以外に必要な場合

● ―

土壌汚染事前調査 ● ―

土壌汚染対策費 ― ●

電波障害調査費（机上調査） ● ―

電波障害対策費 ※２ ● ※２ 仮設等の建設工事に起因するもの

近隣家屋調査 ● ―

近隣対応業務 ● ※３ ※３ 本事業に起因しないもの

近隣対策補償費 ● ※３ ※３ 本事業に起因しないもの

● ―

● ―

● ―

● ―

― ●

● ―

「資料11 既存施設図面（地中埋設物を含む）」及び軽微なもの） ●※４ ― ※４ 業務の実施に当たり撤去が必要なもの（本町と協議の上決定）

上記以外のもの ― ●

●※５ ― ※５ アスベスト調査の結果をもって、追加業務（変更契約）として本業務で実施するものとする

― ●※５ ※５ アスベスト調査の結果をもって、追加業務（変更契約）として本業務で実施するものとする

● ― 建設工事に関しては、本施設の引渡しまでとする

●（施設に固着するもの） ●（左記以外）

● ―

● ―

● ―

● ―

― ●

― ●

● ―

●※６ ● ※６ 「資料1５ 必要諸室リストおよび電気・機械要求性能表」に記載のあるもの

● ―

△※７ ※8 ※7 空配管等は本事業に含む、※8 将来的に設置予定

△※７ ● ※7 空配管等は本事業に含む

△※７ ● ※7 空配管等は本事業に含む

マルチサイン設備（デジタルサイネージ、広告案内等） △※７ ● ※7 空配管等は本事業に含む

出退表示設備 ● ―

時刻表示装置 ● ―

議場・音響設備 ● ―

スピーカー及びワイヤレスアンテナ等（天井等に埋め込むもの） ● ―

プロジェクター・スクリーン等（天井等に固定するもの） ● ―

モニター及びマイクコンセント等（壁に埋め込むもの） ● ―

その他モニター等天井・壁に固定・埋込みしないもの △※７ ● ※７ 空配管等は本事業に含む

●※９ ● ※９ 電気錠、空配管等は本事業に含む

△※７ ● ※７ 空配管等は本事業に含む

△※７ ● ※７ 空配管等は本事業に含む

● ―

― ●

大型モニター ● ―

防災無線システム △※７ ● ※７ 空配管等は本事業に含む

県防災行政通信網 △※７ ● ※７ 空配管等は本事業に含む

呼び出し案内システム ● ―

窓口マイク・スピーカー ● ―

タブレットによる受付・証明発行 ― ●

キャッシュレス決済端末 △※７ ● ※７ 空配管等は本事業に含む

●本リストは、本事業における業務区分の明示が特に必要と考えられるものを記載

●	コンセントは、本町が別途発注する別途工事を考慮した計画とすること

会議予約支援システム

窓口関連設備

防災関連設備

付帯工事

電気自動車用充電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

入退室管理設備

防犯カメラ設備

機械警備設備

駐車場管制設備

移転引越し
移転計画

移転引越し

什器・備品等

オフィス環境整備設計

調達・設置

什器・備品等の設置に必要な壁下地

アスベスト対策費（除去・処分費）

建設・解体業務に係る光熱水費

什器・備品等の処分

施工段階に係る各種申請等の業務（申請費用を含む）

工事期間中に必要な遵法化にかかる申請業務（申請費用を含む）

工事監理業務
建設業務全般に係る工事監理業務

事業全体の工程管理業務

設計業務

基本設計、実施設計、解体設計業務

積算業務

本事業に伴う各種申請等の業務（申請費用を含む）

建設業務

建設業務

各種設備引込に係る加入金・負担金

解体業務

地中障害物撤去

アスベスト対策（除去・処分）

資料25　業務区分表

内容

各種調査等

敷地測量

地質調査

アスベスト調査

土壌汚染

電波障害

近隣対応


